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〔民法・民法Ⅰ〕 

次の文章を読んで，後記の〔設問〕に答えなさい。 

 

【事実】 

１．Ａは，1990年６月１日，福井県でジュラシック・ミュージアムをオープンし，長い間営業していたが，

2007年７月の北海道への移住に伴い，ミュージアムの建物や展示物など一切をＸに，引渡すこととした。 

２．ミュージアムの建物（以下，甲という。）について，Ａは，2007年６月１日，Ｘとの間で，20年間，月

額12万円で賃貸する旨の契約を締結し，同日，Ｘに甲を明渡した。 

３．ミュージアムの展示物はおよそ100点で，目玉の展示物は「肉食恐竜の鍵爪の化石」（以下，乙という。）

であった。乙を除く展示物の全てを，Ａは，2007年６月１日，Ｘとの間で，100万円で売却する旨の契約

を締結し，同日，Ｘより100万円を受領し，Ｘに展示物を引渡した。 

４．Ａは，乙だけは手放す意思はなく，賃貸のみに応じる気持ちであった。そこで，Ａは，2007年６月

１日，Ｘとの間で，15年間，月額８千円で賃貸する旨の契約を締結し，同日，Ｘに乙を引渡した。 

５．2007年６月１日以降，甲の家賃12万円と乙の賃料８千円は，Ｘの銀行口座からＡの銀行口座に毎月自

動振り込みされている。 

６．ジュラシック・ミュージアムは，恐竜映画の連続大ヒット，及び，各種メディアに取り上げられたこ

とから，営業は順調に伸びた。2015年には，映画の撮影に使用された「琥珀の杖」を新しい目玉として

展示することに成功し，新たにＴＶなどで大々的に取り上げられたことから，営業は驚異的に伸びてい

った。 

７．2018年11月１日，甲の真の所有者Ｙが，突然Ｘの下に現れ，甲の明渡しをＸに請求した。調べたとこ

ろ，確かに，甲の所有者はＹで，ＡはＹから甲を長期間預かっていたに過ぎず，Ａが勝手にＸとの間で

【事実】２記載の甲の賃貸借契約を締結したことが判明した。なお，Ｘは右契約締結の際，Ａが甲の所

有者であると信じており，そのことにつき無過失であった。 

８．Ｙの甲の明渡請求に対し，Ｘは「私は2027年５月末日まで甲の賃借権がある」と主張し，甲の明渡し

を拒んでいる。 

 

 

〔設問１〕 

【事実】８におけるＹのＸに対する甲の明渡請求に対する，Ｘの反論は認められるか検討しなさい。 
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【事実（続き）】 

９．2018年12月１日，乙の真の所有者Ｚが，突然Ｘの下に現れ，乙の明渡しをＸに請求した。調べたとこ

ろ，確かに，乙の所有者はＺで，ＡはＺから乙を長期間預かっていたに過ぎず，Ａが勝手にＸとの間で

【事実】４記載の乙の賃貸借契約を締結したことが判明した。なお，Ｘは右契約締結の際に，Ａが乙の

所有者であると信じており，そのことにつき無過失であった。 

１０．Ｚの乙の返還請求に対し，Ｘは「ミュージアムの目玉の展示物が撤去されてしまうと非常に困る。

私は2022年５月末日まで乙の賃借権がある」と主張し，その返還を拒んでいる。 

 

 

〔設問２〕 

【事実】１０におけるＺのＸに対する乙の返還請求に対する，Ｘの反論は認められるか検討しなさい。 

 

 

 

【事実（続き）】 

１１．Ｂはとある荒地（以下，丙という。）の所有者である。丙の周辺一帯は噴火山の影響でバスケット

ボール大の溶岩石が地表近くの地中にゴロゴロ埋まっている。Ｂは荒地を整地して売却したいと考えて

いた矢先，Ｘが恐竜ミュージアムの雰囲気にピッタリ合うので溶岩石を購入したいということで，

Ｂは，2019年２月１日，Ｘとの間で，丙の地中に埋まっている全ての溶岩石100個ほど（以下，丁という。）

を50万円でＸに売却する旨の契約を締結した。近日中にＢは丁を採掘して，代金と引換えに引渡す約束

であった。 

１２．Ｂは，2019年２月10日，Ｓとの間で，溶岩石丁を含む荒地丙を2,000万円で売却する旨の契約を締結

した。Ｓは溶岩石を水槽レイアウト業者や熱帯魚飼育業者に販売しようと考えている。2019年３月末日

までの指定日に代金と引換えに移転登記手続きをする予定である。 

１３．2019年２月20日，現地で偶然ばったり会ったＸとＳは，丁が自分の物であるとお互い主張した。  

 

 

〔設問３〕 

【事実】１３におけるＸの主張，及び，Ｓの主張はそれぞれ認められるか，それぞれが取るべき行動があ

ればそれを含めて，検討しなさい。なお，鉱業法や採石法などの検討は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 2月 24日 

担当：明治大学法学部 専任講師 神田英明 
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 第
１

 
設

問
１

 

１
 

Ｙ
の

請
求

と
Ｘ

の
反

論
 

（
１

）
Ｙ

の
請

求
 

Ｙ
は

,
物

権
的

請
求

権
と

し
て

の
甲

建
物

明
渡

を
請

求
す

る
。
物

権
的

請

求
権

を
認

め
る

直
接

の
明

文
は

な
い

が
,
物

の
直

接
支

配
を

本
質

と
す

る

物
権
内
容
の
完
全
な
実
現
を
可
能
に
す
る
た
め
に
当
然
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
 

（
２

）
Ｘ

の
占

有
権

原
の

反
論

 

Ａ
Ｘ

間
の

契
約

は
他

人
物

賃
貸

借
契

約
(
5
6
0
条

5
5
9
条

)
で

あ
り

債
権

的

効
力

を
有

す
る

に
過

ぎ
な

い
。

賃
貸

権
原

の
な

い
Ａ

か
ら

家
屋

の
明

渡
し

を
受

け
て

も
,
対

抗
力

の
あ

る
不

動
産

賃
借

権
は

取
得

で
き

な
い

。
 

 
そ

こ
で

,
Ｘ

は
，
1
0
年

の
経

過
に

よ
る

「
甲

の
賃

借
権

の
時

効
取

得
」
を

Ｙ
に

主
張

で
き

な
い

か
問

題
と

な
る

。
 

２
 

不
動

産
賃

借
権

の
取

得
時

効
 

（
１

）
賃

借
権

も
「

所
有

権
以

外
の

財
産

権
」（

1
6
3
条

）
の

一
つ

と
し

て
取

得
時

効
の

対
象

と
な

ら
な

い
か

問
題

と
な

る
。

 

 
一

般
的

に
債

権
は

一
回

的
給

付
を

旨
と

す
る

の
で

時
効

取
得

を
認

め
る

こ
と

は
で

き
な

い
。
し

か
し

，
賃

借
権

は
「

あ
る

物
の

使
用

及
び

収
益

」（
6
0
1

条
）
を

そ
の

給
付

内
容

の
本

体
と

し
，
物

の
利

用
権

的
側

面
を

有
す

る
。
ま

た
，
賃

借
権

は
目

的
物

に
対

す
る

継
続

的
利

用
を

そ
の

本
質

と
し

，
権

利
の

継
続

的
行

使
と

い
う

要
件

を
満

た
し

得
る

。
以

上
よ

り
，
時

効
取

得
を

肯
定

す
べ

き
で

あ
る

。
こ

の
こ

と
は

，
永

続
的

事
実

状
態

を
尊

重
し

よ
う

と
す

る

時
効

制
度

の
趣

旨
に

も
合

致
す

る
。

 

（
２

）
取

得
時

効
が

認
め

ら
れ

る
要

件
 

 
不

動
産

賃
借

権
の

取
得

時
効

の
要

件
と

し
て

，
イ

，
目

的
物

の
継

続
的

な

用
益

と
い

う
外

形
的

事
実

が
存

在
し

（
継

続
的

な
用

益
）
，

か
つ

，
ロ

，
そ

の
用

益
が

賃
借

の
意

思
に

基
づ

く
も

の
で

あ
る

こ
と

が
客

観
的

に
表

現
さ

れ
て

い
る

こ
と

（
賃

借
意

思
の

客
観

的
表

現
）
，

を
要

求
す

べ
き

で
あ

る
。
 

 
前

者
イ
「

継
続

的
な

用
益

」
の

要
件

は
，
永

続
し

た
事

実
状

態
を

尊
重

し

権
利

関
係

に
ま

で
高

め
る

時
効

の
制

度
趣

旨
か

ら
本

質
的

に
導

か
れ

る
要

件
で

あ
る

。
前

者
イ

と
後

者
ロ
「

賃
借

意
思

の
客

観
的

表
現

」
の

要
件

は
，

時
効

取
得

の
結

果
，

不
利

益
を

受
け

る
真

の
所

有
者

に
時

効
中

断
の

機
会

を
確

保
す

る
た

め
，
か

つ
，
地

上
権

や
使

用
貸

借
と

の
峻

別
の

た
め

に
重

要

な
要

件
で

あ
る

。
 

 
賃

借
の

意
思

が
客

観
的

に
表

現
さ

れ
て

い
る

か
否

か
は

，
賃

料
支

払
の

有
無
・
方

法
，
賃

貸
借

契
約

の
存

在
な

ど
の

諸
事

情
を

総
合

し
て

判
断

す
べ

き
で

あ
る

。
 

（
３

）
本

問
で

は
，
1
6
3
条

1
6
2
条

が
定

め
る

取
得

時
効

の
要

件
た

る
，「

所
有

権

以
外

の
財

産
権

」
，「

自
己

の
た

め
に

す
る

意
思

」
，「

平
穏

に
，
か

つ
，
公

然
」
，

「
占

有
の

開
始

の
時

に
，
善

意
で

あ
り

，
か

つ
，
過

失
が

な
か

っ
た

」
こ

と
，

そ
し

て
，
「

時
効

の
援

用
」
（

1
4
5
条

）
が

認
め

ら
れ

う
る

。
 

 
ま

た
，
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
と

し
て

継
続

的
に

利
用

さ
れ

，
賃

料
の

支
払

い
が

継
続

さ
れ

て
お

り
，「

行
使

す
る

」
に

関
連

し
た
「

継
続

的
な

用
益

」
と
「

賃

借
意

思
の

客
観

的
表

現
」

の
要

件
も

満
た

し
て

い
る

。
 

 
よ

っ
て

，
Ｙ

に
対

す
る

関
係

に
お

い
て

，
Ｘ

に
甲

の
賃

借
権

（
6
0
1
条

）
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の
時

効
取

得
が

認
め

ら
れ
（

1
6
3
条

）
，
Ｙ

の
建

物
明

渡
請

求
を

拒
む

こ
と

が

で
き

る
。

 

第
２

 
設

問
２

 
 

１
 

動
産

賃
借

権
の

「
即

時
取

得
」

の
可

否
 

 
1
9
2
条

に
い

う
「

そ
の

動
産

に
つ

い
て

行
使

す
る

権
利

」
に

動
産

賃
借

権
が

含
ま

れ
る

か
。

否
定

す
べ

き
と

解
す

る
。

 

何
故

な
ら

，
即

時
取

得
（

1
9
2
条

）
は

交
換

取
引

の
高

度
な

安
全

を
図

る
た

め

に
特

別
に

認
め

ら
れ

た
条

文
で

あ
る

か
ら

，
賃

貸
借

取
引

の
場

合
に

は
，
真

の

権
利

者
を

犠
牲

に
し

て
ま

で
，
あ

る
い

は
，
真

の
権

利
者

と
の

間
に

債
権

債
務

関
係

の
負

担
を

さ
せ

て
ま

で
，

格
別

考
慮

す
る

必
要

は
な

い
か

ら
で

あ
る

。
 

２
「

動
産

所
有

権
」

の
時

効
取

得
 

 
乙

の
所

有
権

の
時

効
取

得
は

，
Ａ

の
占

有
が
「

所
有

の
意

思
」（

1
6
2
条

）
を

欠
く

他
主

占
有

で
あ

る
た

め
，

認
め

ら
れ

な
い

。
 

３
「

動
産

賃
借

権
」

の
時

効
取

得
の

可
否

 

（
１

）
そ

こ
で

，
動

産
賃

借
権

の
時

効
取

得
（

1
6
3
条

）
が

認
め

ら
れ

な
い

か
が

問
題

と
な

る
。

 

 
確

か
に

，
不

動
産

賃
借

権
は

長
期

性
，
対

抗
力

，
譲

渡
性

，
妨

害
排

除
な

ど
の

点
で

地
上

権
に

近
接

し
て

お
り
（

不
動

産
賃

借
権

の
物

権
化

）
，
地

上

権
と

の
均

衡
と

い
う

点
は

一
つ

の
視

点
と

も
い

え
る

。
 

し
か

し
，
賃

借
権

は
「

あ
る

物
の

使
用

及
び

収
益

」（
6
0
1
条

）
を

そ
の

給
付

内
容

の
本

体
と

し
，

占
有

を
権

利
の

基
礎

と
す

る
点

で
物

権
と

同
じ

で
あ

る
こ

と
，

権
利

の
継

続
的

行
使

と
い

う
要

件
を

満
た

し
得

る
こ

と
を

重
視

し
，「

物
の

占
有

を
内

容
と

す
る

債
権

」
と

し
て

，
不

動
産

賃
借

権
に

限
定

せ
ず

に
，

取
得

時
効

を
肯

定
す

べ
き

と
解

す
る

。
 

 
な

お
，
不

動
産

賃
借

権
の

取
得

時
効

と
同

様
に

，
こ

こ
で

も
，
イ
「

目
的

物
の

継
続

的
な

用
益

」
と

，
ロ
「

賃
借

意
思

の
客

観
的

表
現

」
が

重
要

な
要

件
と

な
る

。
 

（
２

）
本

問
で

は
，
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
の

目
玉

と
し

て
乙

が
継

続
的

に
長

期
間

展
示

さ
れ
，
賃
料
の
支
払
い
が
継
続
さ
れ
て
お
り
，
取
得
時
効
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
。
 

 
よ

っ
て

，
Ｚ

に
対

す
る

関
係

に
お

い
て

，
Ｘ

に
乙

の
賃

借
権

（
6
0
1
条

）

の
時
効
取
得
が
認
め
ら
れ
（
16
3条

），
Ｚ
の
引
渡
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。 

第
３

 
設

問
３

 
 

１
 

Ｘ
と

Ｓ
の

主
張

 

 
Ｘ

と
Ｓ

は
共

に
，
所

有
権

者
Ｂ

と
の

売
買

契
約
（

5
5
5
条

）
に

よ
り

所
有

権

を
取

得
し

た
（

1
7
6
条

）
と

主
張

し
て

い
る

。
 

２
 

一
物

一
権

主
義

 

（
１

）
一

物
一

権
主

義
の

原
則

 

 
し

か
る

に
，
Ｘ

Ｂ
間

の
売

買
契

約
（

5
5
5
条

）
の

目
的

物
は

，
荒

地
の

一

部
を

構
成

す
る

溶
岩

石
で

あ
る

。
そ

こ
で

，
物

の
一

部
が

所
有

権
の

対
象

と

な
る

か
問

題
と

な
る

。
 

 
物

権
の

客
体

は
独

立
の

物
で

あ
る

こ
と

を
要

す
る

（
一

物
一

権
主

義
の

原
則

）
。
何

故
な

ら
，
①

物
が

本
来

有
す

る
効

用
に

お
い

て
物

の
一

部
の

み

に
対

す
る

物
権

を
認

め
る

必
要

に
乏

し
く

，
②

物
の

一
部

の
公

示
が

不
可



 

-
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能
あ

る
い

は
困

難
で

あ
り

，
ま

た
，
部

分
単

位
の

権
利

状
態

ま
で

調
査

す
る

こ
と

は
容

易
で

な
い

た
め

，
取

引
の

迅
速

性
と

安
全

性
が

害
さ

れ
て

し
ま

う
か

ら
で

あ
る

。
 

（
２

）
一

物
一

権
主

義
の

例
外

 

 
で

は
，
一

物
一

権
主

義
の

例
外

は
認

め
ら

れ
る

か
。
ま

た
，
認

め
ら

れ
る

と
し

た
場

合
，

そ
の

基
準

は
何

か
。

 

 
こ

の
主

義
の

根
拠

に
鑑

み
れ

ば
，

①
そ

の
例

外
を

認
め

る
社

会
的

必
要

性
が

大
き

く
，
か

つ
，
②

他
の

部
分

と
外

観
上

区
別

で
き

，
何

ら
か

の
公

示

が
可

能
で

，
し

か
も

調
査

が
容

易
で

あ
る

こ
と

を
前

提
に

，
そ

の
例

外
が

認

め
ら

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

 

 
本

問
の

丁
は

例
外

と
し

て
認

め
ら

れ
る

か
。

 

 
思

う
に

，
①

地
中

に
埋

ま
っ

て
い

る
溶

岩
石

に
，
別

個
独

立
の

所
有

権
を

認
め

る
社

会
的

必
要

性
に

乏
し

い
。
か

つ
，
②

溶
岩

石
に

対
し

て
特

別
な

公

示
方

法
を

備
え

さ
せ

る
こ

と
は

困
難

で
あ

る
。
よ

っ
て

，
例

外
と

し
て

認
め

る
べ

き
で

は
な

い
。
す

な
わ

ち
，
買

主
Ｘ

は
，
物

理
的

に
分

離
さ

れ
る

ま
で

丁
に

対
し

て
何

ら
物

権
を

有
し

な
い

状
態

と
な

る
。

 

（
３

）
債

権
的

効
力

 

 
債

権
は

相
対

的
な

権
利

で
あ

り
，
ま

た
，
債

権
契

約
の

領
域

で
は

契
約

内

容
自

由
の

原
則

が
妥

当
す

る
た

め
，

一
物

一
権

主
義

は
債

権
に

は
適

用
さ

れ
な

い
。
Ｘ

Ｂ
間

の
丁

の
売

買
も

債
権

契
約

と
し

て
有

効
で

あ
り

，
右

契
約

の
結

果
，
買

主
Ｘ

は
，
売

主
Ｂ

に
対

し
て

溶
岩

石
丁

の
所

有
権

を
移

転
す

る

債
権
，
及
び
，
丁
を
荒
地
丙
か
ら
分
離
し
て
引
渡
せ
と
い
う
債
権
を
取
得
す
る
。 

３
 

対
抗

関
係

（
1
7
7
，

1
7
8
条

）
 

 
Ｘ

と
溶

岩
石

丁
を

含
む

荒
地

丙
の

所
有

者
Ｓ

と
の

関
係

は
ど

う
な

る
か

。
 

 
物

権
者

Ｓ
と

債
権

者
Ｘ

が
競

合
す

る
場

合
，
物

権
が

時
間

の
先

後
を

問
わ

ず

常
に
債
権
に
優
先
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
（
例
え
ば
「
売
買
は
賃
貸
借
を
破
る
」）
。
 

 
し

か
し

，
1
7
7
条

の
「

第
三

者
」
の

範
囲

に
，
所

有
権

を
自

己
に

移
転

さ
せ

る
債

権
を

有
す

る
に

過
ぎ

な
い

者
も

含
ま

れ
る

と
解

す
べ

き
で

あ
る

。
こ

の

こ
と

は
登

記
を

基
礎

に
不

動
産

物
権

の
独

占
秩

序
の

維
持

調
和

を
図

っ
た

趣

旨
に

も
適

合
す

る
。

 

 
と

す
る

な
ら

ば
，
Ｓ

は
溶

岩
石

を
含

む
丙

の
所

有
権

の
取

得
を

，
第

三
者

Ｘ

に
対

抗
す

る
た

め
に

，
登

記
を

要
す

る
こ

と
と

な
る

（
1
7
7
条

）
。

 

 
一

方
で

，
Ｘ

は
，
Ｓ

が
登

記
手

続
き

を
完

了
す

る
前

に
，
ま

ず
第

一
に

，
丁

の
分

離
を

売
主

Ｂ
に

履
行

し
て

も
ら

い
物

権
者

と
な

っ
た

上
で

，
第

二
に

，
Ｂ

よ
り

現
実

の
引

渡
し

等
を

受
け

る
こ

と
で

丁
の

対
抗

要
件

を
具

備
す

れ
ば

，

丁
の

所
有

権
取

得
を

Ｘ
は

Ｓ
に

対
抗

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
1
7
8
条

）
。

 

以
 

上
 

 

     

2
0
1
9
年

2
月

2
4
日

 

担
当

：
明

治
大

学
法

学
部

 
専

任
講

師
 

神
田

英
明

 



受講者番号

小計 配点 得点

〔設問１〕 (14)

物権的請求権（所有権に基づく明渡請求） 2

不動産賃借権の取得時効の可否 6

不動産賃借権の取得時効の要件 4

具体的事案のあてはめ 2

〔設問２〕 (12)

動産賃借権の即時取得 2

動産所有権の取得時効 2

動産賃借権の取得時効の可否 6

具体的事案のあてはめ 2

〔設問３〕 (14)

一物一権主義の原則 4

一物一権主義・例外の規範定立 4

一物一権主義・規範へのあてはめ 2

物権と債権の競合 2

177条の第三者と債権者 2

裁量点 (10) 10

合　計 (50) 50

予備試験答案練習会（民法・民法Ⅰ）採点基準表

 2019年2月24日 担当：明治大学法学部　専任講師　神田英明
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民法・民法Ⅰ 解説レジュメ 

 

１. 出題趣旨 

 

 設問１と２は，不動産賃借権と動産賃借権の取得時効の可否を，設問３は一物一権主義の理解を問

う問題である。これらのテーマを通じて，民法の基本概念や制度の正しい理解，そして，物権および

債権の根本的な差異に関する基本的な理解を問うものである。理論的考察の重要性，及び，法律解釈

能力を養うことの重要性を認識して欲しく出題した。 

 

２. 設問１ 

 

（１）問題の所在 

 設問１では，不動産賃借権の取得時効の可否と，これを認める場合の要件をしっかり論ずるこ

とが求められている。 

  

 第一に，物権は，特定の物を直接支配できる内容の権利（対物権・支配権）であるのに対し，

債権は，特定人（債務者）に対して一定の行為（給付）を請求できる権利（対人権・請求権）で

あるため，債権の性質上，取得時効に馴染まないとも考えられ，この点に関する検討が重要となる。 

 第二に，不動産賃借権は機能において類似する地上権と同一に扱うことが妥当である（不動産

賃借権の物権化）という表現が，多くの論点に使用されうる。この言葉はどのような意味を有す

るのか，その理論的意味を正面から検討することが重要である。 

第三に，当該結論を導く理論的根拠は何か，その根拠は対抗要件を具備した「不動産」賃借権

にのみ妥当するのか，それとも対抗要件具備の有無を問わないか，「動産」賃借権を含めた賃貸借

一般にも妥当するか，「使用貸借」はどうか，さらには債権一般にも広げられるのか。これらの点

について，正面から検討することが重要である。 

 ２では，「不動産」賃借権の可否とその要件論の解釈にスポットを当て，「動産」賃貸借と扱い

を区別すべきか否か，債権一般の取得時効の可否の検討は，３で触れる。 

 

（２）「不動産」賃借権の取得時効の可否 

一 不動産賃借権の取得時効 

賃借権は「ある物の使用及び収益」（601条）をその給付内容の本体とし，物の利用権的側面を

有する。また，賃借権は目的物に対する継続的利用をその本質とし，さらに不動産賃借権は物権

に類似する機能を営む。これらを理由に，賃借権も「所有権以外の財産権」（163条）の一つに含

められるとして取得時効の対象とならないか問題となる。 

 「不動産」賃借権の時効取得につき，判例（最判昭43年10月８日民集22巻10号2145頁，最判昭45年

12月15日民集24巻13号2051頁）は，目的物の継続的な用益という外形的事実が存在し，かつ，そ

の用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときに，163条により土

地の賃借権の時効取得を肯定する。そして，賃借の意思が客観的に表現されているか否かは，賃

料支払の有無・方法，賃貸借契約の存在などの諸事情を総合して判断するとしている。 

なお，境界紛争型，無断転貸譲渡型，原因無効型，他人物賃貸型，全ての類型において，判例

は，不動産賃借権の時効取得の余地を認める。 

以上に対し，「動産」賃借権に適用した判例はまだ見当たらない。 
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二 取得時効が認められる要件  

判例は，不動産賃借権の取得時効の要件として，イ，目的物の継続的な用益という外形的事実が

存在し，かつ，ロ，その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されていること

を要求する。すなわち，イ「不動産の継続的な用益」と，ロ「賃借意思の客観的表現」を要件とする。 

そして，所有者と称する者の間で締結された賃貸借契約に基づいて，賃借人が平穏公然に不動産

の継続的な用益をし，かつ，賃料の支払いを継続しているときは，目的物の継続的な用益という外

形的事実が存在し，かつ，その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されてい

るときに該当するとするのが判例である。 

この要件に関して，地役権の時効取得について定める283条が参考となる。すなわち，同条は「地

役権は，継続的に行使され，かつ，外形上認識することができるものに限り，時効によって取得す

ることができる。」と規定し，地役権の時効取得の要件として，イ，継続的な行使，及び，ロ，外形

上の認識可能性の２点を要求する。 

「継続的な用益」の要件は，永続した事実状態を尊重し権利関係にまで高める時効の制度趣旨か

ら本質的に導かれる要件であり，「外形上の認識可能性」の要件は，時効取得の結果，不利益を受け

る真の所有者を保護するために導かれる。すなわち，不利益を受ける真の所有者に時効中断の機会

を確保するためのものである。 

同様な趣旨，及び，地上権や使用貸借との峻別のため，前記イ「不動産の継続的な用益」と，ロ

「賃借意思の客観的表現」が要求されることになる。 

 

三 取得時効が認められる場合の効果  

不動産賃借権の時効取得の効果として，無権利者が賃貸人として賃貸借契約を締結した他人物賃

貸型においても，判例は，真の所有者を賃貸人とする賃借権の時効取得を認める（最判昭和52年９

月29日判時866号127頁，最判昭和62年6月5日判時 1260号7頁）。 

 

 

３. 設問２ 

 

（１）動産賃借権の「即時取得」の可否 

即時取得の規定（192条）が定める「その動産について行使する権利」に所有権，質権，先取特

権（319条参照），譲渡担保に加えて，動産賃借権も含まれるかが問題となる。これについては，

即時取得（192条）は動産賃借権には適用されないとするのが判例（大判昭和13年1月28日）・通説

である。即時取得（192条）は交換取引の高度な安全を図るために特別に認められた条文であるか

ら，賃貸借取引の場合には，真の権利者を犠牲にしてまで，及び，真の権利者との間に債権債務

関係の負担をさせてまで，格別考慮する必要もないとされている。 

 

（２）「動産所有権」の時効取得の可否 

Ａによる乙の所有権の時効取得を，ＡやＸが援用することは認められないか。そもそも乙につ

いてＡは「所有の意思」を欠き，Ａの占有は他主占有であるため，取得時効は成立しない。 

 

（３）「動産賃借権」の時効取得の可否 

そこで，動産賃借権の時効取得が認められないかが問題となる。 

動産賃借権，さらには使用貸借，あるいは，債権一般の時効取得の可否について直接明言する

判例は存在しない。学説では，金銭債権など一般の債権についても認める見解（幾代501頁，鳩山

684頁，於保306頁，注釈民法⑸〔安達〕248頁）も有力に存在する。 

債権の時効取得に関する学説及びその根拠を以下に列挙する。 
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(ｱ) 債権概念からの否定説 

債権は物的結合ではなく債務者との結合であるが，人的結合は継続性をもって持続するも

のではないこと，賃料債務の発生を伴うが義務の発生と時効は馴染まないこと，さらに他人

物賃貸型においては，真の所有者との間では，時効期間の10年ないし20年間，債権債務関係

が継続した事実が存在したと言い難いこと，つまり，債権に関する事実状態の永続があった

とは言い難いことを理由に，債権の時効取得そのものを一律的に否定すべきとする見解であ

る。この立場は物権と債権の概念的差異から債権の取得時効を理論的に否定するものである。 

 

(ｲ) 不動産賃借権限定説 

不動産賃借権以外の債権の取得時効について今日それを認める必要性・合理性はないとし

て否定する見解である。一般的に債権の取得時効は認められないことを基調としつつ，不動

産賃貸借についてのみ，物権である地上権と類似する機能を営むことを根拠に，特別扱いする。 

 

(ｳ) 占有を基礎とする点に着目する肯定説 

賃借権は「ある物の使用及び収益」（601条）をその給付内容の本体とし，占有を権利の基

礎とする点で物権と同じであること，権利の継続的行使という要件を満たし得ることを理由

に，占有を伴う債権の取得時効を広く肯定する見解である。「物の占有を内容とする債権」と

いうことから，動産賃借権に限らず使用借権も理論的には対象に含まれることになる。 

 

(ｴ) 継続的給付を内容とする債権に限定して認める肯定説 

一般的に債権は一回的給付を旨とするので時効取得を認めることはできないが，継続的行

使という要件を満たすのであれば，動産賃借権・使用借権のような物の占有を伴う債権に限

らず，定期金債権や，定期的に利息を支払うべき貸金債権の取得時効までも肯定する余地を

認める立場である。なお，単なる請求の継続では足りず，給付（遅延損害金，利息など）を

継続的に受領していることを要求する立場もある（幾代・501頁）。 

 

(ｵ) 原則全部肯定説 

権利が存在する高度な蓋然性を認められる状態，すなわち，誰からも文句を言われていな

い状態が継続すれば十分であり，よって，債権でも広く肯定する見解がある。占有や継続的

給付を必ずしも不可欠の要素としない立場である。 

 

なお，債権については，既存の債権の「帰属」の場合のみ時効取得を認め，債権の「成立」

そのものについては時効取得を認めない見解（於保306頁）もある。 

 

以上，いずれの見解を採用するにせよ，理論的考察を十分に踏まえて，動産賃借権への適用の

可否を正面から検討して欲しい。 

 

４. 設問３ 

 

（１）客体の独立性（一物一権主義） 

一 一物一権主義の原則 

物権の客体は独立の物であることを要する。いいかえれば，物の一部（または集団）に対して

一つの物権を認めることは原則としてできない。このことを一物一権主義という。（なお，講学

上，一物一権主義という用語は，「物権の排他性」を示す表現としても使用されることがあり，注
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意を要する。本解説では，本来の一物一権主義，すなわち，「客体の独立性」を示す意味でのみ用

いることとする。） 

 

物の独立性は，物の有する本来的効用を基礎に，社会通念上判断される。例えば，靴は左右が

揃って初めてその本来的効用を発揮するのであるから，ペアの状態で一物とされる。 

一物一権主義の根拠は，①通常，物全体に対する直接支配をすることで物が本来有する価値を

収められるのであり，物の一部のみ（または集団）に対する物権を認める必要に乏しいこと，お

よび，②その例外を許容すると，その公示が不可能あるいは困難であり，また，部分単位の権利

状態まで調査することは容易でないため，取引の迅速性と安全性が害されてしまうことに基づく。 

 

二 一物一権主義の例外 

一物一権主義の例外は認められるか。また，認められるとした場合，その基準は何か。 

この主義の根拠に鑑みれば，①その例外を認める社会的必要性や実益が大きく，かつ，②他の

部分と外観上区別でき，何らかの公示が可能で，しかも調査が容易であることを前提に，その例

外が認められると解してよい。 

たとえば，土地の一部に対する物権を認めることは可能である。土地の個数は登記簿上の単位

に従って定められるが，そもそも土地は人為的に画されたものであり，その一部のみでも土地本

来の効用を享受することは可能であり，かつ，取引の安全の要請は，第三者に対する対抗問題と

して登記を要求することで図りうるからである。 

 

これに対し，債権は，二当事者間の履行を論ずる関係に過ぎず，また，第三者に効力は及ばな

いから，契約内容自由の原則が妥当する。すなわち，債権の領域において一物一権主義は適用さ

れない。物の一部の売買契約も債権契約として有効であり，物の一部の物権を移転させる債権，

及び，物の一部を分離して引渡す内容の債権を発生させる。 

 

三 本問の検討 

地中の岩石は，土地から分離されない限り，所有権の対象とならないのが原則である（一物一

権主義の原則）。また，地中に埋まっている溶岩石の段階で，別個独立の所有権の取得を認めるべ

き社会的必要性に乏しく，かつ，溶岩石に対して特別な公示方法を備えさせることも困難である

ため，その例外的扱いを認めるべきではない。よって，一物一権主義の原則に従い，地中から物

理的に分離されるまで，溶岩石丁に対する別個独立の所有権は認められない。すなわち，買主Ｘ

は，溶岩石丁に対して何ら物権を有しない。 

もちろん地中に埋まっている溶岩石の売買は債権契約として有効である。この場合，買主Ｘは，

売主Ｂに対して溶岩石丁の所有権を移転する債権，及び，丁を荒地丙から分離して引渡せという

債権を取得するにとどまる。 

 

（２）物権と債権の競合 

上述のように，一物一権主義の例外が認められず，Ｘに溶岩石丁に対する物権が認められない

場合，どのように扱われるか。物権と債権が競合する場合，不動産賃借権のように第三者に対す

る対抗力が認められるという特別な場合を除き，物権が時間の先後を問わず常に債権に優先する

（物権の債権に対する優先的効力。「売買は賃貸借を破る」）。 

しかし，所有権を自己に移転させる単なる債権を有するに過ぎない者も177条の「第三者」に該

当すると解するのが判例・通説である（最判昭28年9月18日，我妻・物権157頁）。この立場に従え

ば，当該物体の債権的利益を含む利害関係人に対して，自己の有する物権の排他性および優先的

効力を主張するために，第三者に対する対抗要件が必要となる。すなわち，Ｓは，所有権の譲受
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を，債権者に過ぎない「第三者」たるＸに対抗するためにも，登記（177条）が必要ということに

なる。 

以上の見解を前提とするならば，（イ）Ｘが丁の所有権をＳとの関係でも認められるためには，

Ｘは，Ｓが荒地丙の登記手続きを完了する以前に，第一に，丁の荒地丙からの分離をＢに履行し

てもらい，丁の所有権者に格上げとなった後に，第二に，現実の引渡しその他の対抗要件（178条）

を具備して，所有権取得を「第三者」たるＳに対抗することが必要となる。 

これに対し，（ロ）Ｓが丁の所有権をＸとの関係でも対抗できるようにするため，Ｘが上記（イ）

第二の対抗要件を具備する以前に，自ら登記手続きを完了すれば良いこととなる。 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 2月 24日 

担当：明治大学法学部 専任講師 神田英明 



2019年2月24日開催 民法Ⅰ 

 

最優秀答案 
回答者 ＳＴ 22点 

 
第１ 設問１について 

１ ＹのＸに対する甲の明渡請求の法律構成 

本問において甲の真の所有者はＹであることから，Ｘに対して所有権（民法

（以下法名省略）206条）に基づく返還請求権としての明渡請求をすることが

考えられる。そして，かかる請求には，甲のＹ所有，Ｘの甲占有が必要なとこ

ろ，双方の要件は充足する。 

２ Ｘの反論についての法律構成 

（１）これに対して，Ｘは，甲を2007年６月１日から賃借していることを主張

し，甲について賃借権という占有権原を有していることを主張することが

考えられる。しかし，賃借人Ａは無権利者であり，ＡＸ間は他人物賃貸借

（601条，599条，560条）となり，Ｘは賃借権を主張できない。 

（２）次に，Ｘは，甲を2007年６月１日から10年間賃借していることから，賃

借権を時効取得（163条，162条２項）したと反論することが考えられる。

では，かかる主張は認められるか。 

ア．賃借権であっても，財産権である以上時効取得はできるというべきである。

もっとも，賃借権は，物を継続的に用益する権利であるため，通常の時効取

得の要件に加え，①賃借物の継続的な用益という外形的事実が存在し，かか

る用益が賃借の意思によるものであることが客観的に外部に表示されてい

ることが必要であるというべきである。 

イ．これを本問についてみると，Ｘは甲の占有時点でＡが甲の所有であると信

じており，Ａを賃貸人と信じることにつき善意であり過失もなく，10年間

の占有も平穏かつ公然になされており，10年も2018年11月には経過してい

るので通常の時効取得の要件は充足する。 

又，その間，甲をミュージアムとして「使用」「収益」（601条）し，外形

上用益を継続している。さらに，Ａに対し，月額12万円の「賃料」（601条）

を支払い，客観的に賃借の意思を外部に表示している。 

したがって，Ｘは賃借権を時効取得（163条，162条2項）するといえ，さ



らに甲の「引渡し」（借地借家法31条）も受けているので対抗力も取得して

いるので反論は認められる。 

３ 以上によりＸの反論は認められる。 
第２ 設問２について 

１ Ｚの返還請求の法律構成 

Ｚは，Ｘに対し所有権（206条）に基づく返還請求権としての乙引渡し請求

をすることが考えられる。そして，Ｚは乙の真の所有者でＸは乙を展示し占有

しているので，かかる請求の要件は充足する。 

２ Ｘの反論についての法律構成 

（１）これに対して，Ｘは，乙を即時取得（192条）したとして，Ｚに対して賃

借権を主張することが考えられる。しかし，賃借権は債権であり，また，

192条で取得できる権利は，所有権，質権に限られるというべきである。し

たがって，かかる反論は認められない。 

（２）そこで，甲の場合と同様に賃借権の時効取得を主張することが考えられ

る。前述の甲と同様に乙の賃借権も認められるといえる。そして，甲は不動

産であるのに対し，乙は動産であるため対抗要件は「引渡し」（178条）と

なるところ，Ｘはかかる引渡しも受けている。したがって，かかる反論は認

められる。 

３ 以上により，ＸはＺに対し賃借権を時効取得していることを理由とした反

論が認められる。 

第３ 設問３について 

１ Ｘの主張の法律構成について 

Ｘは，丁について2019年２月１日Ｂとの間の売買（555条）により，その

成立と同時に所有を取得（176条，206条）しているので自己の所有権を主張

することが考えられる。 

２ Ｓの主張の法律構成について 

Ｓは，2019年２月10日Ｂとの間の売買（555条）により，その成立と同時

に所有権を取得（176条，206条）しているので，自己の所有権を主張するこ

とが考えられる。 

３ それぞれが取るべき行動について 

（１）Ｓの取るべき行動について 

Ｓは，丙についても売買の目的物としている。そして，丙については不動

産たる「土地」（86条１項）であるので，登記をすれば対抗要件を具備する



ことができる。 

 そして，丁は丙に埋まっているので土地の「定着物」（86条１項）として，

丙の対抗要件を具備することにより，丁についても第三者に対する対抗要件

を具備することができる。 

（２）Ｘの取るべき行動 

これに対して，Ｘは，丁のみを売買の目的物としているところ，丁は前述

のとおり，丙の「定着物」であり，立木による明認方法等，それ自体として

の対抗要件はない。 

 そこで，Ｘとしては，丁を採掘し，動産として「引渡し」（178条）を受け

て対抗要件を具備することができる。 

４ 以上のとおり，丁については，ＸＳともに不完全に所有権を取得しており，

二重譲渡の関係にあることから，それぞれ前述のとおりの対抗要件を先に具

備した者の主張が認められる。 

以 上 
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採点講評 

（2019 年 2 月 24 日 民法Ⅰ） 

 

 

弁護士 内田裕之 

メールアドレス hiroyuki.uchida.law@gmail.com 

 

第１ 全体 

 

・条文を出発点，要件解釈（規範定立）→あてはめ→結論，という記載ができている

答案は読みやすいし，評価が高かった。 

・すべての設問で聞かれていることに答える，問いに答えるという姿勢を重視してほ

しい（途中答案が相当数あった）。 

 

第２ 【設問１，設問２】 

 

・不動産の賃貸借と取得時効については，基本的なところなので，条文と趣旨，規範

（判例）からしっかり論じてほしいところである。 

・不動産賃貸借の取得時効を認めるべき要件として，判例の規範を意識できている答

案が少なかった。基本判例であるので，改めて確認してほしい。 

・条文の解釈問題ではなく，単なる実質論（Ｘ・Ａのどちらが保護されるべきか）の

みを論じる答案があった。法律論文はあくまで法律の条文解釈の問題である点，改

めて意識してほしい。 

 

第３ 【設問３】 

 

・一物一権主義の定義と例外要件を論じることのできている答案は，残念ながらなかった。 

受験生としては，論文まで意識で来ていないところと思われるが，一物一権主義

の具体例（物の一部・構成部分が１個の物権の客体にならない例）を改めて確認し，

仮に問題が出たときに気づけるようにしてほしい。 

・問題文にある指示，①Ｘの主張，②Ｓの主張，③それぞれ取るべき行動，を個別に

検討できていない答案が多数であった。問いで聞かれたことは，必ず何らかの形で

答える姿勢を意識してほしい。少なくとも，ＳとＸが対抗関係に立つこと，それぞ

れどのような要件を具備すべきか，については基本から答案を書けるはずである。 

・溶岩石が従物であることや，付合による所有権の帰属を論じる答案があった。着眼

点としては良いと思うが，これらは最初は別の動産であることを前提とする議論

（従物は独立の物という要件がある，付合も従として付合した物なので当初は別の

物であることが前提）と思われる。要件事実や趣旨等については，改めて確認して

もらいたい。 

以 上  
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